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特集 ⃝ 水道整備・管理行政の移管と今後の展開

ࠤ課 課長ิۀ౔อશ局水道事ࠃ౔ަ௨ল水管理ɾࠃ ٢઒ɹେี

ຽ連ܞͷਪਐ׭

̍ɽ׭ຽ連ܞͷਪਐͷഎܠ
我が国は本格的な人口減少社会を迎えることか

ら、水需要の減少に伴う水道事業及び水道用水供
給事業（以下、「水道事業等」という。）の経営環境
の悪化が避けられないと予測されている状況のも
と、老朽化施設の計画的更新、災害時において施
設への被害を最小限に抑えるための施設整備、技
術継承を含む安定的な技術基盤の確保など、様々
な課題を抱えています。これらの課題に適切に対
応していくため、水道事業者及び水道用水供給事
業者（以下、「水道事業者等」という。）は効率の
よい水道への再構築を図ることにより、運営基盤
の強化を図ることが求められています。

水道事業等における官民連携は、水道施設の適

切な維持管理及び計画的な更新やサービス水準等
の向上はもとより、水道事業等の運営に必要な人
材の確保、ひいては官民における技術水準の向上
に資するものであり、水道の基盤の強化を図る上
での有効な選択肢の一つです。

̎ɽਫಓ事業ʹ͓͚Δ
ɹ׭ຽ連ܞख๏
官民連携手法については、図１に示すとおり、

個別の業務を委託する形のほか、水道法第 24 条
の３の規定に基づく第三者委託や同法第 24 条の
４に規定する水道施設運営等事業（コンセッショ
ン事業）など、様々な形態が存在することから、
官民連携の活用の目的を明確化した上で、地域の

ਤ̍　ਫಓࣄ業ʹ͓͚る׭ຽ連ܞख๏ͱϝϦοτ
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実情に応じ、適切な形態の官民連携を実施するこ
とが重要です。

̏ɽ΢Υʔλʔ 111 ʹ͍ͭͯ
ʢ̍ʣ΢Υʔλʔ 111 ܠ੒ͷഎܗ

「PPP/PFI 推進アクションプラン（令和５年改
定版）」では、事業件数 10 年ターゲットとして、
重点分野において 10 年間で具体化を狙う目標を
設定しています。このうち、水道、工業用水道、下
水道においては、これまでに紹介した官民連携手
法に加え、コンセッション方式に段階的に移行す
るための官民連携方式「管理・更新一体マネジメ
ント方式（レベル 3.5）」を定義し、コンセッショ
ン方式と併せて「ウォーター PPP」と総称し、導
入拡大を図ることとしています。

ʢ̎ ʣ؅ཧɾߋ新ҰମϚωδϝϯτํࣜʢϨϕϧ
���ʣͷ֓ཁ

レベル 3.5 は、図２に示すとおり、料金収受の
権限を水道事業者に残したまま、比較的長期にお
いて、維持管理・修繕に加えて、施設の更新業務
も含める委託方式です。なお、レベル 3.5 は、当
該水道事業等の施設全体への導入だけでなく、単

一の取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、
送水施設又は配水施設に導入することも可能で
す。また、管路を含めることを前提としつつも、
対象施設は、民間企業の参画意向等を踏まえ決定
します。さらに、地方公共団体等のニーズに応じ
て、工業用水道、下水道、あるいは、農業・漁業
集落排水施設、浄化槽、農業水利施設も含めてバ
ンドリング（他分野連携）を行うことで、スケー
ルメリットの創出等が可能となります。現在の水
道、工業用水道、下水道におけるウォーター PPP
の取組状況について、図３に示します。

ʢ̏ʣϨϕϧ ��� ͕ຬた͢΂͖ཁ݅
レベル 3.5 は４つの要件をもって定義されま

す。当該４要件は、以下のとおりです。

ᶃ௕ܖظ໿ʢݪଇ �� ೥ʣ
企業の参画意欲、地方公共団体の取り組みやす

さ、スケールメリット、投資効果の発現、雇用の
安定、人材育成等を総合的に勘案し、既存（従来）
の包括的民間委託でよく見られる３－５年間より
も長い 10 年間を原則としています。なお、ウォー
ター PPP は、長期契約で管理と更新を一体的にマ
ネジメントする方式であり、原則 10 年のレベル

ਤ̎　΢Υʔλʔ 111 ͷ֓ཁʢग़యʣ಺ֳ෎ʮ΢Υʔλʔ 111 ֓ཁʯ
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3.5 の後、コンセッション方式に移行することと
されています。よって、契約期間は「10 年以上」
ではなく「10 年」を原則としています。

ᶄੑೳൃ஫
レベル 3.5 においては、性能発注を原則とし

ます。

ᶅҡ࣋؅ཧͱߋ新ͷҰମϚωδϝϯτ
同一の対象施設に、維持管理と、維持管理を踏

まえた更新関係業務が設定されることで、維持管
理上の知見等を更新（または更新計画案の作成）
に反映し、より効率的・効果的な維持管理・更新
を実施することができます。

維持管理と更新を一体的に最適化するための方
式として、維持管理と更新を一体的に実施する「更
新実施型」と、維持管理に加えて更新計画案を作
成、またはコンストラクションマネジメントを行
うことで、水道事業者等の更新を支援する「更新
支援型」を基本としています。

ᶆϓϩϑΟοτγΣΞ
ウォーター PPP は、長期契約が要件となってい

ますが、事業開始後もライフサイクルコスト縮減

の提案を促進するため、プロフィットシェアの仕
組みを導入することが必要となります。ここでい
うプロフィットシェアとは、契約時に見積もった
事業費が、民間事業者の工夫等によって縮減した
場合に、それを官民でシェアする仕組みのことを
想定しています。

̐	ɽࠃ౔ަ௨লʹ͓͚Δਫಓ෼໺
ʹ͓͚Δ׭ຽ連ܞͷਪਐʹ܎Δ
औ૊

現在、国土交通省において実施している官民連
携の推進に係る取組について、以下に示します。

ʢ̍ ʣਫಓࣄ業ʹ͓͚る׭ຽ連ܞʹؔ͢るखҾ͖
ͷ࡞੒

水道事業において想定される官民連携手法につ
いて、各手法の特徴や導入に当たって検討すべき
事項等の解説をまとめた手引きを作成していま
す。なお、令和５年度の PPP/PFI アクションプ
ランの改訂に伴い、令和６年３月に新たにウォー
ター PPP の解説を加える等の改訂を実施してい
ます。

ਤ̏　ਫಓɺ޻業༻ਫಓɺԼਫಓʹ͓͚る΢Υʔλʔ 111 ͷऔ૊ঢ়گ
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ʢ̎ʣਫಓ෼໺ʹ͓͚る׭ຽ連ܞਪਐٞڠձͷ開࠵
官民連携に一層取り組みやすい環境を整え、水

道事業者等と民間事業者との連携（マッチング）
を促進することを目的に、年４回、水道分野にお
ける官民連携推進協議会を全国各地で開催してい
ます。

協議会では、国土交通省や経済産業省から官民
連携の推進に係る国の取組や、水道事業者等から
官民連携における先行事例を紹介するとともに、
水道事業者等と民間事業者が個別に対面し、官民
連携における取組・提案や水道事業者が抱える課
題への対応方策について、自由に意見交換を行う
ことができるフリーマッチングを実施していま
す。

ʢ̏ʣࡒ੓తࢧԉ
ᶃ׭ຽ連ܞ౳ج൫ڧԽਪਐࣄ業

官民連携等基盤強化推進事業は、ウォーター
PPP の導入に要する調査、検討及び計画作成等に
要する経費について、定額支援する制度です。な
お、コンセッション、他分野連携、他団体連携と
いった検討内容に応じて、各々補助上限を設けて
います。

ᶄਫಓ؅࿏ٸۓվળࣄ業ʹ͓͚る࠾୒ཁ݅ͷ؇࿨
布設後 40 年以上経過した基幹管路（導水管、送

水管、配水本管）に布設されている管路の更新事
業を対象とした水道管路緊急改善事業において、

ウォーター PPP 導入のために実施する事業につ
いては、従来の採択要件を付さないこととする制
度を設けています。

ʢ̐ʣ׭ຽ連ܞ౳ج൫ڧԽࢧԉ
官民連携等基盤強化支援として、官民連携の活

用を考えている水道事業者等における事業スキー
ムの検討等を国が発注する委託業務により支援す
る取組を行っています。この取組により、支援した
団体においては具体的な案件形成につながるとと
もに、この取組をモデルとして紹介させていただ
くことにより、他の水道事業者等が官民連携を進
める上で参考とすることを目的としております。

̑ɽ͓ΘΓʹ
官民連携は水道の基盤の強化を図る上での有効

な選択肢の一つです。国土交通省では、官民連携
を民間事業者の技術力と経営に関する知識を活用
できる基盤強化を図るための有用な手法と考えて
おり、ご紹介させていただいたような官民連携の
推進に係る取組を実施しております。

水道事業者等におかれましては、国土交通省に
おける取組を活用しながら、それぞれの水道事業
の特色に見合うウォーター PPP をはじめとする
官民連携について、この機会にご検討いただきた
いと考えています。

（よしかわ　だいすけ）
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